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市
と
の
取
引
は

　
　
　
　
入
札
参
加
の
申
請
を

　
平
成
　
年
　
月
に
発
生
し
た
新
潟
県

16

10

中
越
地
震
や
、
昨
年
３
月
の
能
登
半
島

地
震
、
７
月
の
新
潟
県
中
越
沖
地
震
な

ど
、
大
地
震
が
 頻
  発
 し
て
い
ま
す
。

ひ
ん
 ぱ
つ

　
地
震
は
、い
つ
、ど
こ
で
発
生
し
て
も

お
か
し
く
な
い
状
況
か
ら
、早
急
な
住
宅

・
建
築
物
の
耐
震
化
が
求
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

　
そ
こ
で
市
で
は
、国
が
定
め
た「
建
築

物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」

の
改
正
に
基
づ
き
、
耐
震
診
断
や
耐
震

改
修
を
計
画
的
に
進
め
る
た
め
の
「
野

田
市
耐
震
改
修
促
進
計
画
」
を
策
定
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
促
進
計
画
は
、
地
震
に
強
い
安
心
で

安
全
な
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
、
昭
和
　56

年
以
前
の
耐
震
基
準
で
建
築
さ
れ
た
既

存
建
築
物
へ
の
耐
震
化
支
援
や
、
耐
震

化
へ
の
啓
発
方
法
な
ど
を
定
め
る
も
の

で
す
。

　
市
で
は
、
地
域
の
実
情
に
あ
っ
た
促

進
計
画
と
す
る
た
め
、パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
制
度
に
よ
り
、
皆
さ
ん
の
ご
意
見

を
募
集
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　
「
野
田
市
耐
震
改
修
促
進
計
画
の
骨

子
案
」
は
、
１
月
　
日
鍾
か
ら
、
建
築

15

指
導
課
、
市
役
所
・
い
ち
い
の
ホ
ー
ル

の
行
政
資
料
コ
ー
ナ
ー
、
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

【
意
見
募
集
期
間
】
１
月
　
日
鍾
～
２

15

月
　
日
障

14
【
提
出
方
法
】
直
接
ま
た
は
郵
送
、
フ

ァ
ッ
ク
ス（
書
式
は
任
意
）で
、「
野
田
市

耐
震
改
修
促
進
計
画
（
骨
子
案
）
に
対

す
る
意
見
」
と
明
記
の
上
、
意
見
を
書

い
て
、
建
築
指
導
課
（
思
７
１
２
２
 

１
５
５
８
）
へ

※
郵
送
の
場
合
は
２
月
　
日
障
の
消
印

14

有
効
、直
接
持
参
の
場
合
は
土
・
日
・
□祝 
を

除
く
8
時
　
分
～
　
時
　
分
。
市
ホ
ー

30

17

15

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
応
募
で
き
ま
す
。

　
い
た
だ
い
た
意
見
を
考
慮
し
て
、
最

終
案
を
決
定
す
る
と
と
も
に
、
意
見
の

概
要
や
意
見
に
対
す
る
市
の
考
え
方
な

ど
は
、
個
人
情
報
を
除
い
て
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
公
表
す
る
予
定
で
す
が
、
意

見
を
い
た
だ
い
た
方
へ
の
個
別
の
回
答

は
行
い
ま
せ
ん
。

【
問
合
せ
】
建
築
指
導
課

－

殴
殴
殴
殴
殴
殴
殴
殴
殴
殴
殴
殴
殴
殴
殴
殴
殴
殴
殴
殴
殴
殴
殴
殴
殴
殴
殴
殴
殴
殴
殴
殴
殴

耐
震
診
断
や
改
修
で

　
大
規
模
地
震
に
強
い
ま
ち
に

　
　
　
～
促
進
計
画
の
骨
子
案
に
ご
意
見
を
～

　
平
成
　
年
度
「
入
札
参
加
資
格
審
査

20

申
請
書
」
の
受
付
を
行
い
ま
す
。

　
市
と
建
設
工
事
や
業
務
の
請
負
、
物

品
の
販
売
な
ど
の
取
引
を
行
う
に
は
、

審
査
を
経
て
有
資
格
者
と
し
て
、
市
の

名
簿
に
登
録
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
今
回
の
申
請
は
、　
・
　
年
度
の
申

19

20

請（
通
常
は
２
年
ご
と
に
行
う
本
申
請
）

の
追
加
分
と
な
り
ま
す
の
で
、
昨
年
、

登
録
さ
れ
た
方
の
手
続
き
は
不
要
で
す
。

【
申
請
書
配
布
】
要
領
や
申
請
書
の
様

式
な
ど
は
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
と
、

管
財
課
窓
口
で
入
手
で
き
ま
す
（
郵
送

に
よ
る
配
布
依
頼
は
不
可
）。

【
申
請
方
法
】
１
月
７
日
鉦
～
２
月
１

日
鞘
（
窓
口
申
請
は
土
・
日
・
刷祝 
を
除

き
、
受
付
時
間
は
９
時
～
　
時
）
に
、

17

市
役
所
管
財
課
へ
郵
送
か
窓
口
へ
持
参

【
登
録
期
間
】　
年
４
月
１
日
～
　
年

20

21

３
月
　
日
31

【
そ
の
他
】
申
請
に
は
、
配
布
す
る
要

領
な
ど
を
確
認
し
、
記
載
誤
り
や
書
類

の
不
足
な
ど
に
注
意
／
納
税
証
明
書
や

印
鑑
証
明
な
ど
、
別
途
用
意
す
る
書
類

は
早
め
の
準
備
を
／
水
道
関
係
は
水
道

部
（
中
根
　
・
☎
７
１
２
４
 
５
１
４

324

５
）へ
直
接
問
い
合
わ
せ
の
う
え
申
請
を

【
問
合
せ
】
管
財
課
契
約
係

－

１
月
６
日
に
消
防
出
初
式

　
市
内
の
消
防
車
両
が
一
堂
に
会
し
て
、

消
防
出
初
式
を
文
化
セ
ン
タ
ー
駐
車
場

で
行
い
ま
す
。

　
当
日
は
、
７
時
に
サ
イ
レ
ン
と
半
鐘

が
鳴
り
ま
す
が
、
火
災
と
間
違
え
な
い

よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
日
時
】
１
月
６
日
日
９
時
　
分
～
正
午

30

【
会
場
】
第
１
部（
式
典
）＝
文
化
会
館
、

第
２
部（
は
し
ご
乗
り
や
第
一
中
学
校
に

よ
る
マ
ー
チ
ン
グ
、
消
防
車
両
の
一
斉

ニ
消
防
車
、
防
火
衣
な
ど
を
展
示
し
、

試
乗
や
写
真
撮
影
も
行
い
ま
す
。

【
問
合
せ
】
消
防
本
部
警
防
課
☎
７
１

２
４
 
０
１
１
３

－

　
郷
土
博
物
館
で
は
、
１
月
　
日
上
か

26

ら
３
月
　
日
鍾
ま
で
、
企
画
展
「
市
民

25

会
館
の
今
と
昔
～
市
民
が
語
る
旧
茂
木

佐
平
治
邸
～
」
を
開
催
し
ま
す
。

　
市
民
か
ら
募
集
し
た
、
市
民
会
館
の

思
い
出
を
書
い
た
作
文
や
句
歌
、写
真
、

イ
ラ
ス
ト
な
ど
の
作
品
を
展
示
し
ま
す
。

【
開
館
時
間
】
９
時
～
　
時
17

【
問
合
せ
】
郷
土
博
物
館
☎
７
１
２
４

 
６
８
５
１

－

養
育
費
を
考
え
る
講
演
と
無
料
相
談
会

　
市
で
は
、ひ
と
り
親
家
庭
の
母
や
父
、

今
後
避
け
が
た
い
離
婚
を
控
え
た
方
を

対
象
に
、「
養
育
費
問
題
セ
ミ
ナ
ー
」を
総

合
福
祉
会
館
で
開
催
し
、講
演
会
と
弁
護

士
に
よ
る
個
別
無
料
相
談
を
行
い
ま
す
。

【
日
時
】
２
月
　
日
醤
　
時
～
　
時
 

24

13

17

（
講
演
会
は
　
時
　
分
、相
談
は
　
時
か
ら
）

13

15

15

【
講
演
会
】
須
賀
昭
徳
氏
（
山
梨
学
院

大
学
教
授
）に
よ
る「
野
田
市
の
養
育
費

【
申
込
方
法
】
２
月
８
日
鞘
ま
で
に
電

話
で
児
童
家
庭
課
に
申
込
む

【
問
合
せ
】
児
童
家
庭
課

とび職の皆さんのはしご乗りも

相
談
の
現
状
と
傾
向
」、清
田
乃
り
子
氏

（
弁
護
士
）に
よ
る
「
養
育
費
の
取
り
決

め
等
に
あ
た
っ
て
の
法
的
助
言
」
と
題

し
た
講
演

【
個
別
無
料
相
談
】
定
員
６
人（
抽
選
）

※
裁
判
で
訴
訟
、調
停
中
の
方
は
不
可
。

郷
土
博
物
館
で「
市
民
会
館
の
今
と
昔
」展

放
水
な
ど
）

＝
文
化
セ
ン

タ
ー
駐
車
場

※
第
１
部
実

施
中
は
、
は

し
ご
車
、
ミ

館所蔵の古い写真も展示

【
休
館
日
】
月

曜
日（
□祝 
除
く
）

※
企
画
展
準
備

の
た
め
、１
月
　15

日
鍾
～
　
日
鞘

25

は
臨
時
休
館
。


